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「管理を命ずる処分を受けるに至った経緯等について」骨子

１． はじめに

２． 経営破綻の原因

（１） 当金庫をとりまく経営環境と経営状況

　○　主要営業地域：日南市、北郷町　　　　　　　　　○　主要営業地域の預貸金

地域密着経営を展開　　　　　　　　　　　　　　　　シェアは 3割以上

（２）不正事件

　　○　元本店長による預金の中途解約、預金　　　　　○事故金額(2,606 百万円)から回収見 　

証書の偽造等の不正の繰返し　　　　　　　　　　込額(118 百万円)を控除した現時点

    ○　平成 11 年 9 月、顧客からの問合せによ　　　　　 の損失見込額は、約 2,487 百万円

　 り、不正発覚

　

　（３）内部管理体制の問題点

 ○　業務分掌の不徹底

　　　○　保管管理方法の不十分　　　　　　　　　　　○　不正の容易化

　　　○　相互牽制の欠如　　　　　　　　　　　　　　○　不正発覚の遅れ

　　　○　検査の形骸化

 ３．管理を命ずる処分までの状況

 （１）資本の状況

 ○　当金庫の 11 年度決算は、当初、自己資本比率 4％以上を確保できる見通し

 ○　今回の事故により、11 年 9 月末時点の自己資本額は▲666 百万円、自己資本比率も

▲2.72％と大幅な債務超過、通期でもその解消は極めて困難

 （２）自己資本回復の断念

    ○　当金庫の出資金総額の規模、当期利益の水準から自力再建を断念

○ 平成 11 年 11 月 19 日、金融再生法第 68 条第 1 項に基づく申出書を提出


